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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年６月１９日 １０時３１分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市西島北方沖  

 院下
い ん げ

島灯台から真方位０５３°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４０.７′ 東経１３４°２８.８′） 

事故の概要 貨物船第三久美
く み

丸は、東北東進中、また、漁船蛭子
え び す

丸は、底引き網

漁の作業をしながら漂泊中、両船が衝突した。 

蛭子丸は、操縦者が負傷し、船体が左舷中央部から２つに分断し、

また、第三久美丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三久美丸、１９９トン 

１３３６１７、榎田船舶有限会社（Ａ社） 

５６.５０ｍ×９.４０ｍ×５.５５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年６月 

Ｂ 漁船 蛭子丸、４.９トン 

  ＨＧ３－４２０６８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.５４ｍ（Lr）×３.００ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ、昭和５９年９月２７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ５９歳          

   五級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和５６年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年３月９日 

    免状有効期間満了日 平成３３年３月８日 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ７７歳 

操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船体が中央部から２つに分断 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ３、視程 約３～４Ｍ 
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海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長（以下「船長Ａ」という。）及び航海士Ａ（Ａ社役

員）ほか２人が乗り組み、平成２８年６月１８日２３時３０分ごろ空

船で兵庫県加古川
か こ が わ

市東播磨
は り ま

港へ向けて広島県呉市呉港を出港した。 

航海士Ａは、１９日０９時５０分ごろ、香川県小豆
しょうど

島の北方で、船

長Ａから船橋当直を引き継いで単独で船橋当直につき、ＧＰＳ及び２

Ｍレンジのオフセンターで前方が約３Ｍ映るように設定したレーダー

を作動させ、約１０.６ノットの対地速力及び自動操舵により真方位

約０６０°の針路で航行していた。 

航海士Ａは、１０時１５分ごろ、姫路市院下島北西方約０.５Ｍ

で、前路に操業中の漁船２隻を認め、左舵を取って避航し、元の針路

に戻した後、船首方に他船を認めず、操舵装置の船尾側に置いた椅子

に腰を掛けて見張りを続けた。 

航海士Ａは、１０時３１分ごろ、船首に衝撃を感じ、驚いて椅子か

ら立ち上がり、自動操舵を手動に、主機を中立運転としたとき、Ａ船

の左舷側を沿うように傾斜した状態で船尾方へ流れていくＢ船を認め

た。 

Ａ船は、船長Ａが船室で休んでいたところ、衝撃を感じて昇橋し、

救助の目的でＢ船に向かった。 

Ａ船は、付近にいたＢ船の僚船が本事故の発生に気付き、Ｂ船の救

助に向かって操縦者Ｂを救助したので、Ｂ船の僚船と共に西島東方沖

まで航行し、錨泊した。 

船長Ａは、Ａ船に損傷を認めず、乗組員にけが
．．

等がないことを確認

した。 

Ａ船は、Ｂ船の僚船が海上保安庁へ本事故の発生を通報したので、

錨泊場所で待機し、海上保安庁による調査を受けた後、姫路市姫路港

に入港した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り組み、１９日０５時００分ごろ姫路

市坊勢
ぼうぜ

漁港奈座
な ざ

区を出港し、西島北方沖の漁場で操業後、操縦者Ｂ

が、１０時００分ごろ底引き網を揚網して漁獲物を前部甲板で取り込

んだ。 

Ｂ船は、西島北方沖において、操縦者Ｂが、船首を南東に向けて主

機のクラッチを中立として漂泊し、船尾部で網を半分程度海中に垂ら

し、網を洗いながら後部甲板に引き揚げ始めた頃、南西方からＢ船の

いる２０～３０隻の漁船群の方へ航行してくるＡ船を認めたが、Ａ船

がＢ船のいる漁船群を避けると思い、網を引き揚げる作業を続けた。 

操縦者Ｂは、船尾方を向いて網部を手で引き揚げていた際、ドンと

いう衝撃を受け、反動で約３～４ｍ船首側に飛ばされ、操舵室の右舷

側後部に当たり、しばらくして起き上がったとき、Ｂ船の船首側半分

が見えず、北東方約３００ｍに停止したＡ船を認めた。 
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Ｂ船は、操舵室の船首側で２つに分断されたが、救助に駆けつけた

僚船によりそれぞれ横抱きされ、坊勢漁港奈座区に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船（左舷船首方より）、

写真２ Ａ船の船橋見通し状況、写真３ Ａ船のＧＰＳに記録され

ていた過去の航跡、写真４ Ｂ船の分断した船首部（左舷方よ

り）、写真５ Ｂ船の分断した船尾部 参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、昭和５１年ごろから乗船しており、昭和５６年に航海

士の免許を取得し、Ａ船には平成７年ごろから航海士として乗船して

いた。 

航海士Ａは、Ａ船の航海計器、機関等に異常を認めていなかった。 

Ａ船は、主機のクラッチに連動した居眠り防止装置（船橋航海当直

警報装置）を船橋に設置していたが、本事故当時、警報は鳴らなかっ

た。 

航海士Ａは、前方に船舶を認めなかったので、船員の手配、乗船さ

せる場所等についての考え事をしていて見張りに集中できていなかっ

たと本事故後に思った。 

Ａ船は、平成２０年ごろから月に５、６回播磨灘北航路を航行して

いた。 

Ａ船は、船橋当直を船長Ａ、航海士Ａ及び甲板員の３人により４時

間交替で行っており、本事故当時、航海士Ａが１０時から１４時まで

の当直に入っていた。 

Ｂ船は、電子ホーンを備えていた。 

操縦者Ｂは、本事故当時、漁ろうに従事している船舶を示す法定の

黒色の鼓形形象物をマストに掲げていた。 

操縦者Ｂは、Ａ船を初認したとき、船尾から網部を垂らしていたの

で、主機を使用できないと思った。 

Ｂ船は、ふだん乗船している小型船舶操縦免許証を有する者が、本

事故当時に所用で乗船していなかった。 

操縦者Ｂは、昭和５０年ごろから漁船に乗り組み、Ｂ船には昭和５

９年ごろから甲板員として乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、西島北方沖において、東北東進中、航海士Ａが、船員の手

配等の考え事をしていて見張りを適切に行っていなかったことから、

船首方に漂泊しているＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、西島北方沖において、網の引揚げ作業をしながら漂泊中、

操縦者Ｂが、右舷方から接近するＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船の
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いる漁船群を避けるものと思い、同作業を続けてＡ船に対する見張り

を適切に行っていなかったことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

操縦者Ｂは、本事故当時、漁ろうに従事している船舶を示す法定の

形象物を掲げていたものと考えられる。 

操縦者Ｂは、小型船舶操縦免許証を受有していなかったことから、

Ｂ船に小型船舶操縦者として乗船してはならなかった。 

原因 本事故は、西島北方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船が網の引

揚げ作業をしながら漂泊中、航海士Ａが、考え事をしていて見張りを

適切に行っておらず、また、操縦者Ｂが、接近するＡ船を認めた際、

Ａ船がＢ船のいる漁船群を避けるものと思い、Ａ船に対する見張りを

適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。  



- 5 - 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（平成２８年６月１９日 
 １０時３１分ごろ発生） 

黒島 

姫路市
家島 

院下島灯台 

Ａ船 

坊勢島 

西島 

淡路島 
小豆島 

兵庫県
姫路市 

家島諸島 

 

０ ２Ｍ 

Ｂ船漂泊中 
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写真１ Ａ船（左舷船首方より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船橋見通し状況 

 

写真３ Ａ船のＧＰＳに記録されていた過去の航跡 

 

写真４ Ｂ船の分断した船首部（左舷方より）  写真５ Ｂ船の分断した船尾部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の航跡 

船尾方向 

船首方向 


